
5
．
身
体
活
動
・
運
動

各
約
2
時
間
ず
つ
、
合
計
約
10
時
間

●
講
座
日
程
／
6
月
か
7
月
こ
ろ
予
定

●
講
座
場
所
／
湯
浅
保
健
所

●
健
康
推
進
員
と
し
て
の
任
期

　

／
2
年
（
再
任
は
な
し
）

●
養
成
講
座
終
了
後

ご
自
分
に
で
き
る
範
囲
で
結
構
で
す
の

で
、
次
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
み

て
く
だ
さ
い
。

・
自
分
や
家
族
の
健
康
管
理
に
気
を
配

る
、
健
診
を
受
け
る

・
で
き
る
方
は
地
域
の
皆
さ
ま
に
学
ん
だ

こ
と
を
お
伝
え
す
る

・
ゆ
ず
っ
こ
計
画
や
食
生
活
改
善
推
進
協

議
会
に
入
り
活
動
す
る

■
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
／

　

金
屋
庁
舎
健
康
推
進
課

●
申
込
用
紙
公
布
・
受
付
場
所

有
田
郡
湯
浅
町
吉
川
１
６
０
番
地

有
田
郡
老
人
福
祉
施
設
事
務
組
合

養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ぎ
園

●
受
付
期
間

平
成
27
年
5
月
12
日（
火
）

～
平
成
27
年
6
月
4
日（
木
）

8
時
30
分
～
17
時
15
分

■
問
い
合
わ
せ
／

　

養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ぎ
園

☎
６
３
‐
6
8
8
6

健
康
推
進
員
養
成
講
座
受
講
者

募
集
の
お
知
ら
せ

有
田
川
町
で
は
、
和
歌
山
県
健
康
推
進

員
養
成
事
業
を
受
け
て
、
昨
年
度
よ
り
健

康
推
進
員
に
な
っ
て
い
た
だ
け
る
方
を
募

集
し
て
い
ま
す
。

こ
の
事
業
の
背
景
に
は
、
全
国
に
比
べ

和
歌
山
県
は
が
ん
死
亡
率
が
高
く
、
平
均

寿
命
・
健
康
寿
命
お
よ
び
検
診
受
診
率
も

全
国
平
均
を
下
回
っ
て
い
る
と
い
う
現
状

が
あ
り
ま
す
。

ま
ず
は
自
分
の
健
康
を
見
直
す
と
い
う

観
点
か
ら
養
成
講
座
10
時
間
を
受
講
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。

●
講
座
の
内
容

1
．
市
町
の
健
康
状
況
と
各
種
検
診

2
．
県
民
の
健
康
状
態
と
生
活
習
慣
病
予
防

3
．
健
康
日
本
21
に
つ
い
て

4
．
食
育
（
栄
養
・
食
生
活
）
に
つ
い
て

募 

集

◆
◆
◆

養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ぎ
園

職
員
採
用
試
験
の
ご
案
内

平
成
27
年
度
有
田
郡
老
人
福
祉
施
設
事

務
組
合
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ぎ
園
職
員
採

用
試
験
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

●
採
用
予
定
人
数

栄
養
士
1
人
／
介
護
職
員
1
人

／
看
護
職
員
1
人

●
採
用
予
定
時
期

栄
養
士　
　

平
成
27
年
8
月
1
日（
土
）

介
護
職
員　

平
成
27
年
8
月
1
日（
土
）

看
護
職
員　

平
成
28
年
1
月
1
日（
金
）

●
試
験
日
時

平
成
27
年
6
月
14
日（
日
）

●
試
験
内
容

　

作
文
試
験
お
よ
び
面
接
試
験

●
受
験
資
格

①
昭
和
51
年
4
月
2
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方

②
栄
養
士
を
受
験
希
望
の
場
合
は
栄
養
士

資
格
を
取
得
し
て
い
る
方

③
介
護
職
員
を
受
験
希
望
の
場
合
は
介
護

福
祉
士
資
格
を
取
得
し
て
い
る
方

④
看
護
職
員
を
受
験
希
望
の
場
合
は
看
護

師
資
格
ま
た
は
准
看
護
師
資
格
を
取
得

し
て
い
る
方

⑤
日
本
国
籍
を
有
す
る
方

⑥
次
に
該
当
す
る
方
は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
25
年
法
律
第

2
6
1
号
）
第
16
条
各
号
の
い
ず
れ 

か
に
該
当
す
る
方
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